
告 示

◉金沢市告示第238号

　令和２年告示第89号（金沢市ものづくり会館の指定管理者の指定について）で告示した事項に変更があったので、

次のとおり告示します。

　　令和５年９月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

変更事項 変　更　前 変　更　後 変更年月日

指定管理者の所在地 金沢市北安江３丁目11番20号 金沢市粟崎町４丁目80番地１ 令和５年８月10日

◉金沢市告示第239号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文及び第53条第１項本文の規定により指定居宅サービス事業

者及び指定介護予防サービス事業者として次のとおり指定したので、同法第78条及び第115条の10の規定により告示

します。

　　令和５年９月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

介護保険

事業所番号

事業所
事業者の名称 指定年月日

サービス

の種類名　称 所在地

1760191773
愛の風訪問看護ステー

ション

金沢市高畠１丁目

368 番地

株式会社メディカ

ルケア

令和５年

８月１日

訪問看護

介護予防訪問看護

◉金沢市告示第240号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者として次のとおり指定し

たので、同法第85条の規定により告示します。

　　令和５年９月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓
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介護保険

事業所番号

事業所
事業者の名称 指定年月日

サービス

の種類名　称 所在地

1770107165 介護・生活相談つばき

金沢市三口町火

44 番地　ヴィラ

88 －Ｔ１

合同会社椿
令和５年

８月１日
居宅介護支援

◉金沢市告示第241号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第78条の５第２項の規定により指定地域密着型サービス事業者から当該指定

地域密着型サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の11の規定により次のとおり告示します。

　　令和５年９月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

介護保険

事業所番号

事業所
事業者の名称 廃止年月日

サービス

の種類名　称 所在地

1770104998
地域密着型通所介護事業

所　ふくわらい

金沢市横川５丁目

21 番地
株式会社博倉会

令和５年

７月 31 日

地域密着型通所介

護

◉金沢市告示第242号

　子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の規定により、特定子ども・子育て支援施設等と

して次のとおり確認したので、同法第58条の11の規定により告示します。

　　令和５年９月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

一時預かり事業

施設の名称 施設の所在地 提供者の名称 施設の種類 確認年月日
事業開始

年月日

金石幼稚園
金沢市金石本町ロ53

番地
学校法人金石幼稚園 認定こども園

令和５年

８月10日

令和５年

９月１日

明成幼稚園
金沢市寺中町ホ29番

地1
学校法人久直学園 認定こども園

令和５年

８月10日

令和５年

９月１日

◉金沢市告示第243号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり市道の区域を変更します。

　なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において令和５年９月１日から同月15日まで一般の縦覧に供しま

す。

　　令和５年９月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

道路の

種　類
路　線　名 区　　間

新旧

の別
幅員 (ｍ ) 延長(ｍ)

一般 準 幹 線 590 号 小 立 野 ２ 丁 目 560 番 ２ 先から 旧 6.2 ～ 7.9 76.0

市道 小 立 野・ 旭 町 線 小 立 野 ２ 丁 目 702 番 １ 先まで 新 12.8 ～ 24.3 76.0

◉金沢市告示第244号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次の道路の供用を開始します。

　なお、その区間を表示した図面は、金沢市土木局道路管理課において令和５年９月１日から同月15日まで一般の縦

覧に供します。
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　　令和５年９月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

路　線　名 区　　　　　　間 供用開始日

準 幹 線 590号 小　立　野　２　丁　目 560番 ２ 先から

先まで
令和５年９月１日

小 立 野 ・ 旭 町 線 小　立　野　２　丁　目 702番 １

公 告

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を取り消したので、建築

基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により、次のとおり公告します。

　なお、関係図書は、金沢市都市整備局建築指導課において縦覧に供します。

　　令和５年９月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

取り消した道路の位置等

指定番号 指定取消しの年月日 取り消した指定道路の位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ）

第114号 令和５年８月７日 赤土町ワ５番３先から５番４先まで 35.8 5.00

　次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により検査済証を

交付したので、同条第３項の規定により公告します。

　　令和５年９月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市不動寺町ホ18番３及びワ10番３ 金沢市四十万町イ114番地

　株式会社山法師

　　代表取締役　海老原　淳子

金沢市八田町東119番 金沢市八田町東206番地

　中村　勇太

能美市大浜町ウ90番地４

　中村　香奈子

監 査 公 表

金沢市監査公表第11号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、金沢市長から監査の結果に基づき措置を講

じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

　　令和５年９月１日

金沢市監査委員　　西　　　尾　　　昭　　　浩

金沢市監査委員    中　　　村　　　哲　　　郎

金沢市監査委員　　前　　　　　　　誠　　　一

金沢市監査委員　　源　　　野　　　和　　　清

１　包括外部監査

　⑴　措置通知があった年月日　　　令和５年７月31日

　⑵　措置を講じた局等　　　　　　企業局お客さまサービス課

　⑶　監査結果の公表年月日　　　　平成26年４月11日（平成26年監査公表第11号）

　⑷　監査の結果及び措置の内容
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監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容）

意見（１-35ページ）

　ガス・水道併用開閉栓業務委託契約については、正当

な理由が無く随意契約が行われており、長期間に渡り、

競争原理が働いておらず、改善する必要がある。

指摘事項（１-60ページ）

　金沢市水洗便所改造資金融資における滞納債権につい

ては、債権回収可能性を精査し、貸倒引当金を計上する

とともに、通常の債権と同様、適正に管理することが求

められる。

　ガス・水道開閉栓業務委託については、ガス事業を民

間譲渡したことから、水道事業単独での開閉栓業務委託

となった。仕様及び入札参加資格要件を見直し、制約付

一般競争入札を実施した。

　令和４年３月に金沢市財務規則及び金沢市企業局会計

規程を改正し、国の取扱いに準じて、私法上の債権につ

いて、みなし消滅による不納欠損処分ができる旨を規定

するとともに、滞納債権を精査し、債権回収可能性がな

いものについて、不納欠損処理を行った。今後も債権に

ついては、状況に応じて適正に管理していく。
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